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中央診療施設 診療部門

小児・AYAがんトータルケアセンター 体制図と活動概要

スタッフ

センター長（小児科医）

副センター長（小児科医）

副センター長（小児看護専門看護師）

看護師 ４名（内１名 医療的ケア児
コーディネーター取得）

事務員 ２名

他部署兼務 医師（NICU),公認心理師
医療ソーシャルワーカー
チャイルド・ライフ・
スペシャリスト

（資金根拠：地域医療介護総合確保基金と
県障がい福祉課センター委託費と合わせて）



三重県の強み 県庁内小児在宅医療推進WG（2014年～）

毎月1回県庁内で
意見交換会



医療的ケア児・者の支援体制整備～県行政との横断的取組～

・県庁小児在宅医療推進WG
・医療連携を主軸とした
多職種対象人材育成
・東海3県小児在宅医療

研究会
・レスパイト拡充
・県小児医療懇話会（委員）

医療政策課

長寿介護課

・県在宅医療推進懇話会
（委員）

 医療保健部

障がい福祉課

・県自立支援協議会
医療的ケア児専門部会

（委員）
・医療的ケア児・者

相談支援センター

少子化対策課

子育て支援課

・医療的ケア児実数調査
・母子保健コーディネーター

養成研修

・看護師/アンケート
（保育所、私立幼稚園、

認定こども園）

 子ども・福祉部

特別支援教育課

・医療的ケア児児童実数調査
・特別支援学校
―巡回相談
―スキルアップ研修会

・メディカルサポート会議
・就学指導委員会（委員）

 教育委員会

医療・障がい福祉・教育
分野での県事業計画に
“医療的ケア児”に関す

る内容を明記



三重県の医療的ケア児数の推移
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 解析：圏域別・ライフステージ別

就学前

学童以降

• 6年間で1.3倍に増加
• 就学前は横ばいも、
学童以降の増加顕著



医療保健部 医療政策課との協働

 当院の強み（医療型モデル）を活かした医療機関向け啓発と人材育成

当センター

医療保健部

小児科
医会

医師会

3士会
（理学療法士会
作業療法士会
言語聴覚士会）

歯科医
医師会

薬剤師
会

看護
協会

小児科医会内小児在宅医療検討委員会設置
・災害時マニュアル作成
・三重県小児在宅医療実技講習会・講演会

短期入所・長期入所施設拡充
・医療型障害児者施設での超重症児受入れ開始
・総合病院での検査短期入所の試み開始

三重県小児セラピー研修会設置・運営
・小児リハビリ外来施設の増設

医師会小児在宅医療連絡協議会
・医師会主催 左記多機関＋行政との意見交換会
・郡市医師会内 かかりつけ医探索システム構築

歯科医師会向け研修会
―小児在宅歯科医療体制整備協議会に繋がる

看護師研修会
・訪問看護師/学校看護師/園看護師対象

栄養士
会

医療
ソー
シャル
ワーク
協会



⚫ 期待される効果
校内支援体制の充実による保護者の負担軽減

⚫ 成果の普及・促進
①メディカル・サポート会議での取組報告 ②実践報告会による普及

教育委員会 特別支援教育課との協働 （１）

平成30年度学校における医療的ケア実施体制構築事業
（学校における高度な医療的ケア等に対応した校内支援体制充実事業） （三重県）



教育委員会 特別支援教育課との協働 （２）（３）

三重県立特別支援学校自立活動教員

〈主な業務内容〉
教諭としての教育活動に加え、以下を含む
〇医師の指示に基づく、児童生徒に対する医療的ケ
アの実施等
〇児童生徒に対する医療的ケアの実施を通じた健康
の保持、心理的な安定の指導
〇児童生徒に対する個別の教育支援計画等の作成・
評価への医療的ケアの観点からの参加
〇教員や看護師への指導・助言や研修等の企画・実
施
〇保護者、教員等からの医療的ケア等に係る相談対
応（巡回による相談及び指導を含む。）
〇主治医等の外部関係機関（医療機関や福祉機関
等）との連携・調整

学校看護師の身分保障と役割分担

（中日新聞2023年3月25日）

対象児童 28人
週1回

予算2200万円

医療的ケア児登校支援

放課後等デイサービス
などの事業所

特別支援学校

児童自宅



子ども・福祉部 障がい福祉課との協働 （１）
 弱点の克服に向け：医療的ケア児・者支援のための地域ネットの設置

【ポイント】
＃１）医療を含む多機関・多職種連携構築
＃２）県から“地域”に根ざしかつ“広域連携”
＃３）制度改定を盾に“災害”をテーマに

行政参加型意識



 スーパーバイズ（SV)事業

子ども・福祉部 障がい福祉課との協働 （２）

＋
三重県弁護士会
協力弁護士

3名

三重県内に
ネット別

スーパーバイザー
配置



医療的ケア児・者とその家族を一つの“地域共生社会”として捉え、

法的根拠を参考に、将来も見据えながら、日常社会生活を切れ目なく支援

する方法を多機関・多職種の専門職の方々と共考し、実践し、共感し

合える「チーム三重」を目指す。

 三重県医療的ケア児・者相談支援センターの設置（2022.4～）

子ども・福祉部 障がい福祉課との協働 （３）



三重県医療的ケア児・者相談支援センターの機能

• 相談支援活動
スーパーバイズ事業

• 多機関・多職種の人材育成

療育・教育機関（教諭、看護師）
障害福祉サービス事業所等スタッフ
医療者（看護師、セラピスト、医師、
薬剤師、歯科医師、栄養士など）
医療的ケア児等コーディネーター

• 社会資源MAPの見える化

• 家族会との連携

三重県重症ケア家族会SMILE
三重県重症心身障害児(者)を守る会



人口
医療的ケア児
（人工呼吸器
管理）

医療的ケア
児等コー
ディネー
ター

基幹型相談
支援事業者

相談支援/
障害児相談

e－ケアネット
そういん

22万 40(10) 15 4 14/11

四日市圏域
ネット

38万 70(24) 26 0 23/11

にじいろ
ネット

68万 125(26) 62
1

41/24

みえる輪
ネット

50万 71(19) 46 0 43/37

「医療的ケア児実数把握」と「社会資源の見える化」
エビデンス構築に向けた応用 ～相談支援編（例）～



総合的アセスメントに基づく伴走型支援体制の構築像

（医療的ケア児等コーディネーター養成研修テキストより）

移行期医療支援センター（未定）

個別支援－支援者支援－包括的支援に基づく
重層的支援体制の構築が重要

【人材と運営費の検討：加算の検討事項】
・相談支援専門員,医療的ケア児等コーディネーター
地域マネジャーの加算等の見直し
・新規：移行期医療支援加算の必要性

人



ま と め

③医療的ケア児と家族の社会参加に必要な社会資源の見える化
（エビデンスの構築）

④スペシャルニーズを持つこどもの特性（医療・身体・知的・
行動）を総合的に捉え、生涯にわたり伴走できる支援体制整備を視野に展開

（重層的支援体制整備の構築）

①小児在宅等拠点事業を基盤に県行政巻き込んだ事業展開
― 県庁内小児在宅医療推進WGと地域ネットワークの設置

（県・地域の施策に繋がる横断的体制構築）

②地域ネットワークに基づくスーパーバイズ事業の実施
― 相談支援体制と地域診断・資源開拓の基盤整備

（総合的相談支援体制の構築）

大学病院を医療的ケア児・者相談支援センター本部とする医療型モデルの
強みを活かした医療関係機関連携を基盤に、地域に根ざした障がい福祉施
設等を支部に設置することで、総合的支援体制整備の強化を図っている


